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清 酒 4 - 10 - 22 6

合 成 清 酒 - - 6 - 6 -

しょうちゅう甲類 - - 6 - 6 -

しょうちゅう乙類 7 - 9 - 46 36

み り ん - - 6 - 6 -

ビ ー ル - - 7 - 7 6

果 実 酒 類 - - 6 - 7 -

ウ イ ス キ ー 類 - - 10 - 11 2

ス ピ リ ッ ツ 類 - - 6 - 7 1

リ キ ュ ー ル 類 1 - 7 - 11 1

雑 酒 - - 6 - 6 -

合 計 12 - 79 - 135 52

うち実蔵置場数 8 - 10 - 52 -
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調査対象：  酒税法第28条第6項の規定により製造場とみなされた製造場である。 

調査時点：  平成15年3月31日 

用語の説明：  「みなし製造場」とは酒税法において、製造場とみなされる場所をいう。 




